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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和５年９月２１日（木） 午前１０時１分 開会 

               午前１１時５分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 村 上 英 明 副委員長 松 本 暁 彦  委  員 安 藤  薫 

  委  員 西 谷 知 美 委  員 塚 本  崇   

  議  長 福 住 礼 子  副 議 長 光 好 博 幸 

  議  員 森 西  正 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  副市長 奥 村 良 夫  副市長 福 渡  隆 

  総務部長 山 口  猛 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 荒 井 陽 子 同局次長 大 西 健 一 

同局次長代理 香 山 叔 彦 

 

１．案件 

・摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

・一般質問の質問者ごとの割当時間について 

・議員提出議案の議事日程、扱いについて  
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（午前９時５９分 開会） 

○村上英明委員長 ただいまから、議会運

営委員会を開会します。 

 まず、理事者から挨拶を受けることにし

ます。 

 奥村副市長。 

○奥村副市長 おはようございます。 

 本日は大変お忙しい中、議会運営委員会

を開催していただきありがとうございま

す。 

 本日は、本定例会におきまして、当初発

送いたしました議案提出以外に工事請負

契約締結の件１件を追加提出させていた

だくものでございます。 

 その概要につきましては総務部長から

説明いたしますので、どうかよろしくお取

り計らいのほどお願い申し上げます。 

○村上英明委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、安藤委員

を指名します。 

 それでは、追加議案について概略説明を

お願いします。 

 総務部長。 

○山口総務部長 それでは、令和５年第３

回市議会定例会追加提出案件の概略説明

をさせていただきます。 

 議案第６６号、工事請負契約締結の件で

ございます。 

 本件は、工事請負契約を締結することに

ついて、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 契約の内容は、摂津学童保育室増設工事

で、契約方法は公募型プロポーザル方式の

随意契約で、契約金額は２億９４４万円で

ございます。 

 契約の相手方は、大阪市中央区北浜東４

番３３号、大和リース株式会社大阪本店、

本店長堀越良一でございます。 

 以上、令和５年第３回定例会追加提出案

件の概略説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 説明が終わりました。 

 この際、何か質問があればお受けいたし

ます。よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 では、質問がないよう

ですので、理事者の皆さんは退席いただい

て結構でございます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時３分 休憩） 

（午前１０時４分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 次に、摂津市議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例（案）についてです。 

 本件につきましては、前回の議会運営委

員会で現行の条例の逮捕・拘留の規定を追

加することで集約させていただきました。

また、条例案を本会議３日目に上程するた

め、委員長案を事前に配付いたしました。 

 本日は改正内容等について事務局より

説明を受けた後、協議決定してまいりたい

と思います。 

 なお、本件に対する各会派からの態度表

明は、後ほどの協議会で確認させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局より説明を受けます。 

 香山局次長代理。 

○香山事務局次長代理 それでは、条例の

改正内容等について説明させていただき

ます。 

 まず、お手元の資料、摂津市議会議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例（案）

をご覧ください。 

 条例改正の主な内容といたしましては、
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現行の条例に三つの条を加えるものでご

ざいます。 

 ２ページ目をご覧ください。 

 第５条としまして、議員報酬の支給の一

時停止の規定を追加しております。第１項

では、逮捕・拘留等の処分を受けた場合、

議員報酬の支給を一時停止することとし

ております。第２項では日割り計算、第３

項では無罪の場合の支給、第４項では有罪

の場合の不支給及び返納を規定しており

ます。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 第８条としまして、期末手当の支給の一

時停止の規定を追加しております。第１項

では、期末手当の一時停止、第２項では一

時停止していた期末手当の支給・不支給に

ついて、第５条の議員報酬の規定を準用し、

無罪や有罪の際に同様の取扱いをするよ

う規定しております。 

 最後に第９条としまして、端数計算の規

定を追加し、１円未満の端数を切り捨てる

ものとしております。 

 以上が条例改正の主な内容でございま

す。 

 次に、実際の運用についてご説明させて

いただきますので、逮捕・拘留による議員

報酬及び期末手当の取扱いについて、の資

料をご覧ください。 

 まず、１、逮捕・拘留後に保釈され、無

罪または有罪が確定した場合についてで

す。 

 例としまして、４月５日に逮捕、その後

の拘留期間を経て６月３０日に保釈され、

１２月２日に無罪または有罪となった場

合についてです。４月１日から６月３０日

までは、身体を拘束され、議員活動及び議

会活動ができないため、この期間の議員報

酬及び期末手当を一時停止します。 

 なお、４月１日から４日までの４日分の

議員報酬につきましては、日割り計算した

額を４月２０日に支給します。また、期末

手当についても、逮捕された４月５日から

期末手当の基準日である６月１日までの

期間を除き日割り計算した額を、６月３０

日に支給します。保釈後の７月１日以降に

ついては、毎月の議員報酬を支給します。 

 そして、１２月２日の判決で無罪となっ

た場合については、一時停止していた議員

報酬及び期末手当を翌月の１月に支給し

ます。１２月２日の判決で有罪となった場

合については、一時停止していた議員報酬

及び期末手当を不支給とします。 

 次に、資料２枚目の２、議員報酬が返納

となる場合をご覧ください。 

 例としまして、４月２１日に逮捕、その

後の拘留期間を経て６月３０日に保釈さ

れ、１２月２日に有罪となった場合につい

てです。このケースについても、逮捕日か

ら保釈日までの議員報酬及び期末手当は

一時停止します。 

 先ほどのケースと違うのは、４月分の議

員報酬を支給後、同月中に逮捕・拘留とな

る点です。このケースで有罪となった場合

は、４月２１日から３０日までの１０日分

が過払いとなるため納が必要になります。

このことから、１２月２日の有罪判決確定

日以降に、過払いとなった議員報酬を返納

いただくこととなります。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 説明が終わりました。

質問があればお受けいたします。 

 松本副委員長。 

○松本暁彦委員 これは質問ではなく意

見です。会派内の議論が行われまして、一

つ懸念としまして、冤罪となった場合、ど

うすべきだという話もありました、当然冤
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罪であれば無罪ということなので返納に

はなってこようかと思います。そういった

ケースということもあり得ると。また、保

釈金が支払われない場合はどうするのか

といった、実際の運用について細かいとこ

ろまで会派内で議論が行われ、そういった

意見があったということで、ぜひこれは皆

さんにまた知っていただきたいというこ

とで言わせていただきました。 

 これについては、さらにこの条例案に付

け加えるとか、そういうものではないんで

すけれども、実際の運用を始めたときにど

ういったケースが生じていくのかという

のも、しっかりと注視していく必要がある

かと思います。 

 以上です。 

○村上英明委員長 ほか、ございますでし

ょうか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 副委員長の後に申し訳な

いですけど、我々もいろいろ議論をやって

きました。 

 今回、出発点がいろいろな地方議会で、

不祥事であるとか、いろいろな問題を起こ

した議員が説明責任を果たさないまま議

会を欠席し続けて、もしくは雲隠れをして

などという形で、それでもなおかつ議員報

酬を受け取り続けているということに、有

権者、広く社会から不合理だと、おかしい

んじゃないかというような声が上がった

上でのことだったと思うんです。 

 当初、維新の会さんがいろいろな条例案

を提案されてきたんですけれども、基本的

には議員は市民の付託を受けるというこ

とで、そういった説明責任を果たすとか、

公序良俗に反するような説明ができない

ような行為を慎まなければならないとい

うことで、条例で罰則をというよりも、倫

理規定であるとか、議会基本条例の中で、

よりお互いの相互監視も含めてやってい

くということが重要だというような立場

から、議会の倫理条例に近い議論も必要で

はないかなという意見も会派内ではたく

さん出ていました。 

 今回、大阪維新の会の提案は取り下げら

れる格好で、委員長（案）が逮捕・拘留に

絞った形になって、これは合理的に判断で

きるという点で反対するものでもありま

せんけれども、保釈後、裁判の間でも、病

気を理由に議会を欠席するとかいうよう

なケースも考えられ得るので、これがある

からといって、もし不祥事が起きて、議員

が説明責任など議員としての役割が果た

せないというようなことも当然想定され

るべきものであって、だから、そういう点

では、やはり議会または議員が、議員とし

ての役割をきっちり果たしていくという

ことは、私たち自らも含めて肝に銘じると

いうことを、この議論を契機に改めてして

いくというのが大事じゃないかというよ

うな議論が会派内でもいろいろとありま

した。 

 とりあえず今回の到達点としては、ここ

が一番合理的なのかなというふうに思っ

たことは、議員として申し上げておきたい

と思います。 

 すみません、長々と申し訳ありません。

以上です。 

○村上英明委員長 ほか、ございますでし

ょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、先ほどお伝

えしましたとおり、９月２７日に上程させ

ていただきたいと思います。 

 事務局から提出者等について説明をお

願いします。 
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 香山局次長代理。 

○香山事務局次長代理 ただいま決定し

ました、摂津市議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例につきましては、議会議案第１２号と

して議会運営委員が提出者となっていた

だきます。 

 なお、９月２７日の本会議での提案説明

は、議会運営委員長に行っていただきます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 それでは、説明のあっ

たとおりよろしくお願いいたします。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１５分 休憩） 

（午前１１時２３分 再開） 

○村上英明委員長 議会運営委員会を再

開します。 

 それでは、一般質問の質問者ごとの割当

時間について、既に民主市民連合と無所属

の森西議員については、割当時間が確定し

ていますので、大阪維新の会より割当時間

をお願いいたします。 

○塚本崇委員 塚本１６分、三好俊範１８

分、香川１４分です。 

○村上英明委員長 では、公明党は村上１

６分、水谷議員１６分、藤浦議員１６分、

南野議員１２分です。 

○松本暁彦副委員長 嶋野、松本ともに１

８分です。 

○安藤薫委員 野口議員１５分、安藤１５

分、弘議員１８分。 

 以上です。 

○村上英明委員長 では、事務局から確認

をお願いします。 

 松木主査。 

○松木主査 それでは、令和５年第３回定

例会における一般質問の割当時間につい

て確認させていただきます。 

 大阪維新の会、塚本議員、１６分、三好

俊範議員、１８分、香川議員、１４分。 

 公明党、村上議員、１６分。水谷議員、

１６分。藤浦議員、１６分。南野議員、１

２分。 

 自民党市民の会、嶋野議員、１８分。松

本議員、１８分。 

 日本共産党、野口議員、１５分。安藤議

員、１５分。弘議員、１８分。 

 民主市民連合、西谷議員、１２分。三好

義治議員、１２分。 

 無所属、森西議員、１２分。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 では、次に議事日程扱

いについて協議を行います。 

 事務局から説明をお願いします。 

 松木主査。 

○松木主査 それでは、追加議案及び議会

議案の上程に関わりまして、９月２７日の

議事日程について説明申し上げます。 

 この日は、日程１、一般質問に続きまし

て、日程２、議案第５９号など５件の付託

案件に関する委員長報告、採決となります。

この５件を採決グループにまとめて、備考

欄に採決の方法を記入いたします。 

 先ほどの協議会での態度表明を基に整

理いたしますと、議案第５９号及び議案第

６３号が一括起立採決、議案第６０号及び

議案第６４号が一括簡易採決、議案第６２

号が起立採決でございます。 

 日程３が、本日提出されました追加議案

の議案第６６号で、提案理由の説明、質疑

を受けた後、即決でございます。 

 日程４が、議会議案第１２号、摂津市議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例制定の件で、

即決でございます。 

 なお、本会議場での提案説明者は、議会
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運営委員会委員長の村上議員に行ってい

ただきます。 

 日程５が、本日上程が決まりました意見

書（案）でございまして、一括上程の上、

即決でございます。 

 採決グループごとに並べ替えて、議会議

案第１３号、議会議案第１４号、議会議案

第１５号、議会議案第１６号、議会議案第

１７号、議会議案第１８号及び議会議案第

１９号は、一括簡易採決と備考欄に記載い

たします。 

 なお、この議事日程並びに議会議案につ

きましては、９月２７日の本会議開会まで

に議場に配付させていただきます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時２８分 休憩） 

（午前１１時２９分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 ただいまの事務局の説明のとおり決定

することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 異議ないようですの

で、そのように決定します。 

 最後に、本委員会で次期委員への引き継

ぐ内容について確認させていただきます。 

 １点のみなんですが、鳥飼まちづくりに

関わる特別委員会の設置についての１点

を、次期委員に引き継ぐものといたします。 

 以上で本委員会を閉会します。 

（午前１１時５分 閉会） 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 

 

 

 

 議会運営委員長  村 上 英 明 

 

 

 議会運営委員   安 藤   薫 


